
45分耐火

耐火建築物

法2条9号二のイ

1時間耐火

地階を除く階数=3
3階全てを下宿、共同住宅、寄宿舎
法27条二号又は三号以外
防火地域以外
の全てに該当

法2条七の二
H12年建告1358号
S62年建告1901,1902号
※詳しくは別紙

耐火建築物燃え代設計による準耐火構造耐火要求無し

木造建築可能木造建築不可

法27条1項に該当

※耐火要求※準耐火要求

法27条2項に該当法27条該当なし

令115条の2の2の基準に適合
(防火地域指定の無い場合は
四号まで)

NG

NO

H12建告1380号(1時間耐火)
柱の燃え代4.5cm→6.0cmに

YES

OK

耐火性能検証法

OK

NG

令108条の3一号イ､ロ
※詳しくは別紙

大臣認定による
木造耐火構造

NO

令108条の3二号

YES

木造3階建て共同住宅の技術的基準

※木造3階建て共同住宅等

木造共同住宅
3階建て等

※

法27条

特殊建築物

法27条

１．特殊建築物によるフロー

※細部は省略する。

特殊木構造の設計施工

大分県日田市田島本町5-15

TEL:(0973)24-3004

FAX:(0973)24-3042


